
宮労発基 0604第 3号

令 和 2年 6月 4日

関係団体の長 殿

宮 城 労 働 局

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

労働行政の円滑な運営につきましては、平素よ り格別の御理解、御協力を賜 り

厚 く御礼 申し上げます。

労働安全衛生法においては、化学物質であって、製造の許可、譲渡時の情報提

供等の規制対象 とすべきものについて政令で定めることとなっているとともに、

当該規制の対象となっていない化学物質について も、労働者に健康障害を生じさ

せるおそれのあるものについては、必要な規制を行っているところです。

今般、新たに「溶接 ヒューム」及び 「塩基性酸化マンガン」について、労働者

に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明 らか となった ことか ら、

労働者の化学物資への暴露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法

施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等 に

ついて、別添のとお り所要の改正を行ったところであり、その基本的な考え方は

別紙のとお りです。

つきましては、貴殿におかれましては、上記改正の趣旨を御理解 いただき、傘

下会員、関係事業場等に対 して、改正内容の周知等 に御協力を賜 りますようお願

い申し上げます。

問合せ先

宮城労働局労働基準部健康安全課

〒 983‐ 8585 仙台市宮城野区鉄砲町 1

電話  022-299-8839
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別 添

基 発 0422第 4号
令和 2年 4月 22日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略 )

労働安全衛生法施行令の一部 を改正す る政令等 の施行等 について

労働安全衛 生法施行令 の一部 を改正す る政令 (令 和 2年 政令第 148号 。

以下 「改正政令」 という。)、 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測

定法施行規則の一部 を改正す る省令 (令 和 2年厚生労働省令第 89号 。以下

「改正省令」とい う。)及 び作業環境評価基準等 の一部 を改正す る告示 (令

和 2年厚生労働省告示第 192号 。以下 「改正告示」 とい う。)が 、令和 2

年 4月 22日 に公布及び告示 され、令和 3年 4月 1日 か ら施行す ることとさ

れた ところである。その改正の趣 旨、内容等 については、下記のとお りで

あるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用 に遺漏なきを期

されたい。

記

第 1 改 正の趣 旨及び概要等

1 改正 の趣 旨

労働安全衛生法 (昭 和 47年 法律第 57号 。以下 「法」とい う。)で は、

化学物質であって、製造の許可、譲渡時の情報提供等 の規制対象 とす

べきものについて政令で定めることとされている。また、当該規制の

対象 とな っていない化学物質 について も、労働者 に健康障害 を生 じさ

せ るおそれのあるものについては、労働者の当該物質へ のば く露の状

況等 の情報 に基づき、必要な規制 を行 っている。

今般、新たに 「溶接 ヒューム」及び 「塩基性酸化マ ンガ ン」 につい

て、労働者 に神経障害等の健康障害 を及 ぼすおそれがあることが明 ら

か にな った ことか ら、労働者の化学物質へのば く露防止措置や健康管

理 を推進す るため、労働安全衛 生法施行令 (昭 和 47年 政令第 318号 。

以 下「令」 とい う。 )、 特定化学物質障害予防規則 (昭 和 47年 労働省

令第 39号 。以下 「特化則」 とい う。 )、 作業環境評価基準 (昭 和 63年

労働省告示第 79号。以下 「評価基準」 とい う。 )、 作業環境測定基準

■

・



(昭和 51年労働省告示第 46号 。以下 「測定基準」 という。)等 につい

て、所要の改正 を行 った ものである。

2 改正政令の概要

(1)特定化学物質の追加

特定化学物質 (第 2類物質)に 、 「溶接 ヒューム」 を追加す ると

ともに、「マ ンガ ン及びその化合物 (塩 基性酸化マ ンガンを除 く。)」

の「 (塩 基性酸化マ ンガンを除 く。)」 を削除 した こと。この結果、

溶接 ヒューム及び塩基性酸化マ ンガ ンに係る作業又は業務 について、

新たに作業主任者の選任 (法 第 14条 関係 )、 作業環境測定の実施 (法

第 65条 関係。塩基性酸化マ ンガンに係 る業務 に限 る。)及び有害な

業務 に現 に従事す る労働者 に対する健康診断の実施 (法 第 66条第 2

項前段関係)が必要 となること。

(2)溶接 ヒュームに係 る作業環境測定 の適用除外

特定化学物質 (第 2類物質)に適用 され る規制の うち、作業環境

測定 を行 うべき作業場 については、溶接 ヒューム に係 る作業 を行 う

屋内作業場 を除いた こと。

3 改正省令 の概要

(1)特化則 (溶 接 ヒュームヘのばく露防止)関係

ア 金属 をアーク溶接す る作業、アー クを用 いて金属 を溶断 し、又

はガウジングす る作業その他 の溶接 ヒューム を製造 し、又は取 り

扱 う作業 (以 下 「金属アーク溶接等作業」 とい う。)を行 う屋内

作業場 については、当該金属アー ク溶接等作業 に係 る溶接 ヒュー

ムを減少 させ るため、全体換気装置 による換気の実施又は これ と

同等以上の措置 を講 じる ことを義務付 けた こと。

イ 金属アー ク溶接等作業 を継続 して行 う屋内作業場 において、新

たな金属アーク溶接等作業の方法 を採用 しよ うとす るとき、又は

当該作業の方法 を変更 しよ うとす るときは、あ らか じめ、当該金

属アーク溶接等作業 に従事す る労働者 の身体 に装着す る試料採取

機器等 を用 いて行 う測定 によ り、当該作業場 について、空気 中の

溶接 ヒュームの濃度 を測定す ることを義務付 けた こと。

ウ イ による空気 中の溶接 ヒュームの濃度の測定の結果 に応 じて、

換気装置の風量の増加その他必要な措置 を講 じることを義務付 け

た こと。

エ ウの措置 を講 じた ときは、その効果 を確認す るため、イの作業

場 について、イの測定 によ り、空気 中の溶接 ヒュームの濃度 を測



定す ることを義務付 けた こと。

オ 金属アーク溶接等作業 に労働者 を従事 させ るときは、当該労働

者 に有効な呼吸用保護具 を使用 させ ることを義務付 けた こと。

力 金属アー ク溶接等作業 を継続 して行 う屋内作業場 において当該

金属アー ク溶接等作業に労働者 を従事 させ るときは、当該作業場

についてのイ及び工による空気 中の溶接 ヒュームの濃度の測定 の

結果 に応 じて、当該労働者 に有効 な呼吸用保護具 を使用 させ るこ

とを義務付 けた こと。

キ カの呼吸用保護具 (面 体 を有す るものに限 る。)を 使用 させ る

ときは、 1年以内 ごとに 1回、定期 に、力の呼吸用保護具が適切

に装着 されている ことを確認 し、その結果 を 3年 間保存す る こと

を義務付 けた こと。

ク イ又は工 による測定 を行 った ときは、そ の都度、必要な事項 を

記録 し、 これ を当該測定 に係 る金属アーク溶接等作業 を行わな く

な った 日か ら起算 して 3年 を経過す る 日まで保存する ことを義務

付 けた こと。

ケ 金属アー ク溶接等作業 に労働者 を従事 させ るときは、当該作業

を行 う屋内作業場の床等 を、水洗等 によって容易に掃除できる構

造の もの とし、水洗等粉 じんの飛散 しない方法 によって、毎 日 1

回以上掃除す ることを義務付 けた こと。

ヨ 事業者か らオ又は力の呼吸用保護具の使用 を命 じられた ときは、

これ を使用す ることを労働者 に義務付 けた こと。

(2)特 化則 (健 康診断)関係

金属アーク溶接等作業 に係 る業務 に従事す る労働者 について、雇

入れ又は当該業務への配置換 えの際及び 6月 以内 ごとに 1回、定期

に、医師 による健康診断の実施 を義務付 けた こと。さ らに、健康診

断の結果、他覚症状が認め られ る者等で、医師が必要 と認めるもの

については、医師 による追加 の健康診断の実施 を義務付 けた こと。

4 改正告示の概要

(1)評価基準関係

管理濃度 に係 る 「物の種類」について、「マ ンガン及びその化合

物 (塩 基性酸化マ ンガ ンを除 く。)」 を 「マ ンガ ン及びその化合物」

に改めるとともに、その管理濃度 を「マ ンガ ンとして 0.05mg/m3」 に

引き下げた こと。

(2)特化則 の規定 に基づ く厚生労働大 臣が定める性能 (昭 和 50年 労働

省告示第 75号 )関係



い
●

局所排気装置の具備すべき性能 に係 る「物の種類」について、「マ

ンガ ン及びその化合物 (塩 基性酸化マ ンガンを除 く。)」 を 「マ ン

ガ ン及びそ の化合物」に改めるとともに、その抑制濃度 を「マ ンガ

ンとして 0.05mg/m8」 に引き下 げた こと。

(3)測 定基準関係

個人サ ンプ リング法 (作 業 に従事する労働者の身体 に装着す る試

料採取機器等 を用 いて行 う作業環境測定 に係 るデザ イ ン及びサ ン

プ リング)に よる作業環境測定の対象 となる「低管理濃度特定化学

物質」に 「マ ンガン及びその化合物」を追加 した こと。また、特定

化学物質の濃度の測定方法等 に係 る 「物の種類」について、 「マ ン

ガ ン及びその化合物 (塩基性酸化マ ンガンを除 く。)」 を 「マ ンガ

ン及びその化合物」に改めるとともに、その試料採取方法 について、

測定基準第 2条第 2項 の規定 による要件 に該 当す る分粒装置 を用

いるろ過捕集法 とした こと。

5 施行 日、準備行為及び経過措置

ア 改正政令、改正省令及び改正告示 は、令和 3年 4月 1日 に施行す

ることとした こと。

イ 改正政令 については、改正後 の令第 6条第 18号 に掲げる作業 (改

正前の令第 6条 第 18号 に掲 げる作業 に該当す るものを除 く。)に つ

いては、令和 4年 3月 31日 までの間は、当該作業の作業主任者 を選

任す ることを要 しない こととした こと。

ウ 改正省令の 3(1)イ の適用 については、事業者は、令和 3年 4

月 1日 か ら令和 4年 3月 31日 までの間、厚生労働大 臣の定めるとこ

ろによ り、金属アーク溶接等作業 に従事する労働者の身体 に装着す

る試料採取機器等 を用 いて行 う測定 によ り、当該金属アーク溶接等

作業 を継続 して行 う屋内作業場 について、空気 中の溶接 ヒュームの

濃度 を測定 しなけれ ばな らない こととした こと。

工 改正省令の 3(1)イ の屋内作業場 については、令和 4年 3月 31

日までの間は、改正省令の 3(1)ウ 、工、力か らクまで及びコ (3

(1)力 の呼吸用保護具の使用 に係 る部分 に限る。)は、適用 しな

い こととした こと。

オ そ の他所要 の経過措 置 を改正省令及 び改正告示 に設 ける ことと

した こと。

第 2

1

細部事項

改正政令関係



(1)令別表第 3関係

ア 塩基性酸化マ ンガ ンのば く露による有害性 については、塩基性

酸 化 マ ン ガ ン を含 む 溶 接 ヒ ュー ム 及 び 溶 解 フ ェ ロマ ンガ ン

ヒュームのば く露 による神経機能障害が多数報告 され、その多 く

には、ば く露量 ―作用関係が認め られた。さ らに、塩基性酸化マ

ンガンに関す る特殊健康診断 において、一定の有所見者 (2.4%)

が認め られた。これ らを踏 まえ、塩基性酸化マ ンガンを特定化学

物質 (第 2類物質)に 追加 した こと。

イ 溶接 ヒュームのば く露 による有害性 については、含有 され るマ

ンガンによる神経機能障害 に加え、溶接 ヒュームのば く露 による

肺がんの リスクが上昇 していることが多数報告 され、ぼ く露量一

作 用 関係 も大規模 疫 学研 究等 で確 認 され た。 この た め、溶 接

ヒューム とマ ンガ ン及びその化合物の毒性、健康影響等 は異なる

可能性が高 い ことか ら、溶接 ヒューム を独立 した特定化学物質

(第 2類物質)と して追加 した こと。

(2)令 第 21条 関係

金属アーク溶接等では、溶接不良 を避 けるため溶接点での風速制

限があ り、実態調査 において、仮 に管理濃度 (溶 接 ヒューム中のマ

ンガ ン濃度 )を 0.05mg/m3と した場合、第 3管理区分 に相 当す る作業

場所が 6割程度 を占めた こと等 を踏 まえると、仮 に局所排気装置等

の設置が可能である場合であって も、全ての事業場 において、局所

排気 装置等 を用 いた作業環境改善措置 のみ によ って溶接 ヒューム

中のマ ンガ ン濃度 を0.05mg/m3(レ ス ピラブル粒子。以下 同 じ。)ま

で一 律 に低 減 させ る ことは 困難 と見 込 まれ る。 このた め、溶 接

ヒューム等 を製造 し、又は取 り扱 う屋内作業場 については、作業環

境測定及びそ の結果 に基づ く措置の実施 を義務付 けない こととし、

改正省令 において、有効な呼吸用保護具の使用等 の溶接 ヒュームの

ば く露 を防止するための措置 を義務付 けた こと。

2 改正省令関係

(1)特 化則第 38条 の21第 1項関係

ア 本項の 「金属アー ク溶接等作業」 には、作業場所が屋内又は屋

外であることにかかわ らず、アークを熱源とする溶接、溶断、ガ

ウジングの全てが含まれ、燃焼ガス、レーザービーム等を熱源と

する溶接、溶断、ガウジングは含まれないこと。なお、自動溶接

を行 う場合、 「金属アーク溶接等作業」には、自動溶接機による

溶接中に溶接機の トーチ等に近付く等、溶接ヒュームにばく露す



るおそれのある作業が含 まれ、溶接機 の トーチ等か ら離れた操作

盤 の作業、溶接作業 に付帯す る材料の搬入・搬 出作業、片付 け作

業等 は含 まれない こと。

イ 本項 の 「全体換気装置 による換気 の実施又は これ と同等以 上の

措置」の 「同等以上の措置」 には、プ ッシュプル型換気装置及び

局所排気装置が含 まれ ること。

(2)第 38条 の 21第 2項 関係

ア 本項で規定す る空気 中の溶接 ヒューム濃度の測定 は、屋内作業

場 にお ける作業環境 改善 のための測定で もあ る ことか ら、金 属

アーク溶接等作業 を継続 して行 う屋内作業場 に限定 して義務付 け

た こと。

イ 本項 の 「金属アー ク溶接等作業 を継続 して行 う屋内作業場」 に

は、建築中の建物内部等で当該建築工事等 に付随す る金属アー ク

溶接等作業であって、同 じ場所で繰 り返 し行われないものを行 う

屋内作業場は含 まれない こと。

ウ 本項の金属アーク溶接等作業の方法 を「変更 しよ うとす るとき」

には、溶接方法が変更 された場合、及び、溶接材料、母材や溶接

作業場所 の変更が溶接 ヒュームの濃度 に大きな影響 を与える場合

が含 まれ ること。

工 本項及び本条第 4項で規定する測定 は、第一種作業環境測定士、

作業環境測定機関等、当該測定 について十分な知識及び経験 を有

す る者 によ り実施 され るべきである こと。

(3)第 38条 の21第 3項 関係

ア 本項の 「その他必要な措置」 には、溶接方法、母材若 しくは溶

接材料等 の変更 による溶接 ヒューム発生量の低減、集 じん装置 に

よる集 じん又は移動式送風機 による送風の実施が含 まれ ること。

イ 本 項 の 規 定 は 、 本 条 第 2項 の測 定 結 果 が マ ンガ ン と して

0.05mg/m3を 下 回 る場合、又 は、 同一事業場 にお ける類似 の金属

アー ク溶接等作業 を継続 して行 う屋内作業場 において、当該作業

場 に係 る本条第 2項 の測定結果 に応 じて換気装置の風量の増加等

の措置 を十分 に検討 した場合であって、その結果 を踏 まえた必要

な措置 をあ らか じめ実施 して いるときに、さ らな る改善措置 を求

める趣 旨ではない こと。

(4)第 38条 の 21第 5項 関係

本項は、作業場所が屋内又は屋外である ことにかかわ らず、金属

アー ク溶接等作業 に労働者 を従事 させ るときには、当該労働者 に有

効な呼吸用保護具 を使用 させ る ことを義務付ける趣 旨であること。



(5)第 38条 の 21第 7項 関係

ア 本項 に規定す る呼吸用保護具の装着の定期的な確認は、面体 と

顔面の密着性等 について確認す る趣 旨である ことか ら、 「呼吸用

保護具 (面 体 を有す るものに限る。)」 とい う規定 は、フー ド形、

フェイス シール ド形等の面体 を有 しない呼吸用保護具 を本項の確

認の対象か ら除 く趣 旨であること。

イ 本項 の規定 によ り記録の対象 となる確認の 「結果」 には、確認

を受 けた者 の氏名、確認 の 日時及び装着の良否が含 まれ、当該確

認 を外部 に委託 して行 った場合は、受託者の名称等が含 まれ るこ

と。

(6)第 38条 の 21第 9項関係

本項 の 「水洗等」 の 「等」 には、超高性能 (HEPA)フ ィルター付

きの真空掃除機 による清掃が含 まれ るが、当該真空掃除機 を用 いる

際には、粉 じんの再飛散 に注意す る必要がある こと。

(7)別 表第 3及び別表第 4関係

ア 別表第 3第 62号 及び別表第 4第 51号 に規定す る業務 に係 る健康

診断は、作業場所が屋内又は屋外であることにかかわ らず、医師

による特殊健康診断 を行 うことを義務付 ける趣 旨である こと。

イ 別表第 3第 62号 及び別表第 4第 51号 に規定す る健康診断の項 目

は、マ ンガ ン及びその化合物 に係 る健康診断の項 目と基本的に同

一である こと。

ウ 金属アー ク溶接等作業 については、従来、 じん肺法 (昭 和 35年

法律第 30号 )に 基づ くじん肺健康診断が義務付 け られている こと

に留意す る こと。なお、同法の解釈 (昭 和 53年 4月 28日 付 け基発

第 250号 )で は、「常時粉 じん作業 に従事す る」とは、労働者が業

務の常態 として粉 じん作業 に従事す ることをいうが、必ず しも労

働 日の全部 について粉 じん作業 に従事す ることを要件 とす るもの

ではないと示 されている こと。当該健康診断 と同様、特化則 に基

づ く健康診断に係 る対象者 について も、作業頻度のみな らず、個 々

の作業内容や取扱量等 を踏 まえて個別 に判断す る必要があること。

(8)そ の他

溶接 ヒューム及び塩基性酸化マ ンガ ンを特定化学物質 (管 理第 2

類物質 )に位置付 けることに伴 い、以下の作業管理等 に関す る規定

等が適用 となる こと。

ア 安全衛 生教育 (雇 入れ時・作業 内容変更時)(労 働安全衛 生

規則 (昭 和 47年 労働省令第 32号 )第 35条 )

イ ぼろ等の処理 (特 化則第 12条 の 2)



ウ 不浸透性の床 (特 化則第 21条 )

工 関係者以外 の立入禁止措置 (特 化則第 24条 )

オ 運搬貯蔵時の容器等の使用等 (特 化則第 25条 )

力 特定化学物質作業主任者の選任 (特 化則第 27条 )

キ 休憩室の設置 (特 化則第 37条 )

ク 洗浄設備の設置 (特化則第 38条 )

ケ 喫煙又は飲食の禁止 (特 化則第 38条 の 2)

コ 有効な呼吸用保護具の備 え付 け等 (特化則第 43条 及び第 45条 )

3 改正告示関係

(1)評価基準関係

評価基準別表第 30号 のマ ンガ ン及びそ の化合物 に係 る管理濃度 は、

米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)及 び欧州委員会 (EC)科学委員会

の提案理 由書及びそれ らに引用 されている文献等 を踏 まえ、マ ンガ

ンとして 0.05mg/m3と した こと。

(2)測定基準関係

ア 測定基準第 10条第 5項 の改正は、マ ンガ ン及びその化合物 に係

る作業環境測定 を行 う際のデザイ ン及びサ ンプ リングとして、従

来のものに加え、作業 に従事する労働者の身体 に装着す る試料採

取機器等 を用 いて行 う作業環境測定 に係 るデザイ ン及 びサ ンプ

リング (個 人サ ンプ リング法 )に よることができることを規定 し

た趣旨であること。

イ 測定基準別表第 1の マ ンガ ン及 びその化合物 の項 の 中欄 に規

定す る 「第 2条 第 2項の規定 による要件 に該当す る分粒装置」と

は、レス ピラブル粒子 を捕集できる分粒装置付きの試料採取機器

であって、すで に粉 じんに係 る作業環境測定で使用 されているも

のと同様 のものであること。


